
   平成１８年度 物品購入等入札参加者資格審査申請書の提出について（追加申請） 

                                       加賀市総務部行財政課 

                                  〒922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41 

                               ℡（0761）72-7810(直 通) 

                              

   合併による調整のため、旧加賀市への資格申請済事業者は資格有効期間を１年延長し平成１８年度

までとします。 

旧山中町への資格申請済事業者は、当初の有効期間どおり平成１８年度まで有効です。 

上記の事業者以外で、平成１８年度において、加賀市が行う競争入札に参加を希望する方は、下記

の事項に留意のうえ申請して下さい。 

 

 ◆受付時間と受付場所 
 

受 付 日 平成１８年２月１日（水）～２月２８日（火）（土・日・祝日を除く月～金） 

受付時間 午前９時～１２時・午後１時～５時 （時間厳守） 

 

受付場所 市役所 総務部行財政課（本館２階） 

 

 

 ◆提出書類 ★印のある書類は必ず提出を要する書類です。 

 

  ★⒈ 競争入札参加者資格審査申請書（様式第１号)    

                                

    ⑴ 申 請 者－ 本社名義で申請してください。 

 

    ⑵ 委 任 代 理 人－ 競争入札・契約・請求等の権限を、代理人に委任する場合に

記入してください。（委任状の添付が必要です。） 

 

  ★⒉ 経営規模等総括表（別紙） 

 

    ⑴ 希 望 営 業 種 目－ 希望する営業種目は、営業種目コード区分表の大分類単位で

記載してください。 

 

    ⑵ 平 均 実 績 高－ 審査基準日（平成18年１月１日）の直前２年の各事業年度の

総売上を記入してください。（前年度総売上高は損益計算の売

上高と一致します。） 

 

    ⑶ 常勤職員の人数－ 法人企業にあっては常勤役員を、個人にあっては個人業主を

含みますが、臨時職員は除いてください。 

 



    ⑷ 設 備 の 金 額－ 製造業者が希望される場合のみ記入してください。ただし、

製造用機械器具の名称・種類・能力および数量を記載した書類

が必要です。(生産設備等を記載した会社概況等で代替可。) 

  

    ⑸ 自 己 資 本 額－ 審査基準日直前の事業年度の決算における自己資本額（法人

にあっては、資本金の額に積立金、準備金および繰越金の額を

加えた額。個人にあっては、次年度繰越資本金の額をいう。）

を記載してください。 

 

    ⑹ 流 動 比 率－ 流動資産の額を流動負債の額で除した数値を、百分比（小数

点以下第１位を四捨五入）で記入してください。 

 

  ★３．財務諸表 

 

       審査基準日の直前１年の事業年度の貸借対照表、損益計算書および剰余金計算書を

提出してください。（決算報告書、または事業報告書で代替可。） 

 

  ★４.希望する営業種目等（様式第２号） 

 

    (1)希望する営業種目－ 営業種目区分表の中から、希望される営業種目をコード番号

で（細コードのある場合は、細コードまで）記入してくださ

い。 

 

    (2)環境への取り組みについて○印で記入してください。 

 

    (3)営 業 経 歴－ 直前の決算期間中における主な契約（取引）の概要を記入して

ください。 

 

    (4)営 業 品 目 調 書－ 販売品目のすべてが一覧できるように出来るだけ詳細に記載し

てください。（指定様式を使用してください。）  

 

 

  ★５．使用印鑑届（様式第４号） 

 

      入札書・見積書・契約書・請求書等に使用する持ち出し可能な印章を押印してくださ 

い。（委任代理人の場合は、委任代理人の印章を押印してください。） 

 

   ６．委任状（指定様式無） 

 

      競争入札・契約・請求等の権限を代理人に委任する場合は、委任事項および委任期間

を記載した書類（書式の指定はなく、必要な場合は各自で適宜作成してください。） 



  ★７．商業登記簿謄本 

 

      法務局（登記所）で交付されます。なお、個人の場合は市町村役場で身分証明書の 

交付を受けてください。（コピー可） 

 

 

★８．納税証明書（審査基準日(1月１日)の前日までに納期限の到来したもの。コピ－可） 

 

      納税証明書（滞納無しの証明） 

     国税において、法人税（法人）又は所得税（個人）及び消費税の納付証明が必要です。 
 

県内に本店、支店、営業所等を有する業者の場合 県税・国税 

県外に本店、支店、営業所等を有する業者の場合 国税 

 

      

   ９．その他参考書類 

 

      営業に関し、登録・免許または許可等を必要とする業種については、その登録証明書 

等の写しを添付してください。 

 

 ★１０．加賀市相手方登録申出書（指定様式有）  

 

      記載例を参考にして、指名願一連書類と一緒に提出してください。 

 

  １１．その他 

 

注１） 綴り方は、申請書を１番上にして、１～１０の添付書類にＡ４ファイル（色自由） 

とじにし、提出すること。表紙と背表紙に商号又は名称を必ず記入すること。 

 

注２） 申請書を郵送で提出する方で受付受理票希望の方は、返信用切手を貼付し、住所・

宛名を記入した封筒又はハガキを同封すること。 

 

注３） 平成１５年度の申請より加賀市税の納税証明書は不要となりました。 

   

 

 

 

 

 

 


